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国
労
東
日
本
は
、一
括
和
解
後
の
Ｊ
Ｒ
職
場
実
態
と
国
労
の
状
況
を
深
め
る
た
め
に
、

関
係
弁
護
団
と
の
交
流
会
を
６
月
２１
日
、
東
京
・
新
橋
で
開
催
し
ま
し
た
。
交
流
会
は
、

３
月
２３
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
現
在
の
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
「
労
働
契
約
法
一
部
改

正
法
案
」
に
つ
い
て
国
労
弁
護
団
・
宮
里
弁
護
士
よ
り
講
演
を
頂
く
と
と
も
に
、
４
つ

の
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
国
労
側
か
ら
報
告
し
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　

今
号
は
、①
関
係
弁
護
団
報
告
、②
国
労
東
日
本
本
部
「
再
雇
用
制
度
問
題
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
発
足
、
③
盛
岡
地
本
「
組
織
・
教
宣
部
長
合
同
会
議
」
報
告
、
と
し
ま
し
た
。

　

交
流
会
開
催
に
あ
た
り
高

野
委
員
長
は
、「
一
括
和
解

成
立
後
、
国
労
差
別
の
解
消

か
ら
組
織
拡
大
を
目
指
し

て
き
た
。
そ
の
後
、
１
０
４

人
（
６
月
21
日
時
点
）
の

拡
大
を
勝
ち
取
っ
た
。
Ｊ
Ｒ

東
日
本
と
国
労
の
関
係
が

ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
？
心
配
を
さ

れ
て
い
る
先
生
も

い
る
。
こ
の
４
月

１
日
か
ら
は
新
た

な
人
事
・
賃
金
制

度
が
導
入
さ
れ
差

別
の
拡
大
が
懸
念

さ
れ
る
中
で
、
協

定
化
し
今
後
ど
う

歯
止
を
か
け
る
の

か
が
問
題
。
様
々

な
問
題
に
つ
い
て
、

お
力
を
お
借
り
し

た
い
。」
と
、
挨
拶

し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
座
長

の
佐
藤
副
委
員
長
よ
り
、「
一

括
和
解
以
降
、
正
常
な
労
使

関
係
を
求
め
て
き
た
。
表

立
っ
て
の
差
別
は
な
く
な
っ

た
が
、
全
て
が
払
拭
さ
れ
て

は
い
な
い
。新
制
度
の
公
平
・

公
正
な
運
用
の
監
視
も
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
場
の
諸
問
題
を
共
有
化
す

る
中
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い

た
だ
き
た
い
。」
と
、
趣
旨

説
明
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
国
労
本

部
弁
護
団
の
宮
里
弁
護
士
よ

り
現
在
国
会
に
提
出
さ
れ
て

い
る
、「
有
期
契
約
労
働
法

制
（
労
働
契
約
法
の
一
部
改

正
）
の
内
容
と
問
題
点
」
に

つ
い
て
講
演
を
い
た
だ
き
学

習
。「
現
在
の
日
本
で
は
法

規
制
が
な
い
中
で
、
法
改
正

の
動
き
に
な
っ
た
。
今
の
ま

ま
で
い
い
資
本
側
と
、
入
口

規
制
を
求
め
る
労
働
側
の
対

立
が
あ
り
、
労
使
が
可
能
な

限
り
一
致
で
き
る
も
の
と
し

て
の
労
政
審
答
申
と
な
っ

た
。」
と
、
こ
こ
に
至
る
ま

で
の
経
過
か
ら
内
容
に
つ
い

て
触
れ
「
評
価
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が
、『
①
有
期
雇
用

が
無
期
雇
用
へ
転
換
す
る

仕
組
み
が
で
き
、
可
能
性
が

開
か
れ
た
こ
と
。
②
不
合

理
な
処
遇
を
禁
止
し
た
こ

と
。
③
雇
止
め
判
例
法
理
の

立
法
化
。』
は
、
評
価
し
て

良
い
と
思
う
し
、
立
法
上

の
根
拠
が
出
来
た
こ
と
は
、

運
動
を
支
え
る
１
つ
の
論

拠
に
な
る
。」
と
一
歩
前
進

し
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
、

最
後
に
「
法
律
頼
み
で
は

な
く
、
協
約
ま
た
は
就
業

規
則
の
中
で
、
労
使
に
よ
っ

て
し
く
み
を
作
る
こ
と
が

大
切
。
賃
金
な
ど
労
働
条
件

な
ど
も
日
常
的
な
取
り
組

む
べ
き
課
題
。
有
期
契
約

労
働
者
の
組
織
化
と
一
体

的
に
追
求
す
る
こ
と
を
！
」

と
、
労
働
組
合
が
取
り
組

む
べ
き
課
題
に
触
れ
締
め

く
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、「
グ
リ
ー
ン
ス

タ
ッ
フ
社
員
の
現
状
と
課

題
」（
東
京
地
本
新
橋
支
部
・

谷
崎
委
員
長
）「
運
転
・
車

掌
職
場
に
お
け
る
他
労
組
の

動
向
」（
東
京
地
本
八
王
子

地
区
本
部
・
小
山
委
員
長
）

「
新
人
事
・
賃
金
制
度
を
め

ぐ
る
状
況
と
取
り
組
み
の
現

状
」（
東
日
本
本
部
・
矢
部
法

対
部
長
）「
組
織
拡
大
の
経

験
と
教
訓
」（
東
日
本
本
部
・

武
田
組
織
部
長
）
に
つ
い
て
、

Ｊ
Ｒ
職
場
と
取
り
組
み
の
現

状
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

交
流
会
は
、
参
加
弁
護
士

の
紹
介
か
ら
意
見
交
換
を
行

い
、「
今
後
も
ご
相
談
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
今
後
の
運
動

で
お
返
し
し
た
い
。」
と
、
こ

の
間
の
国
労
弁
護
団
へ
の
お

礼
を
含
め
た
松
井
書
記
長
の

ま
と
め
で
終
了
し
ま
し
た
。
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６
月
１
日
、
国
労
東
日

本
本
部
は
、
直
近
に
迫
っ

て
い
る
２
０
１
３
年
か
ら

の
「
老
齢
厚
生
年
金
」（
報

酬
比
例
部
分
）
段
階
的
引

き
上
げ
問
題
に
つ
い
て
、

東
日
本
本
部
内
に
「
再
雇

用
制
度
問
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」（
以
降
、再
雇
用
Ｐ
Ｔ
）

を
設
置
し
ま
し
た
。

　

会
議
は
冒
頭
、
松
井
書

記
長
よ
り
「
老
齢
厚
生
年

金
の
受
給
年
齢
の
引
き
上

げ
に
伴
い
各
事
業
主
（
企

業
）
は
、
60
歳
以
降
の
公

的
年
金（
報
酬
比
例
部
分
）

未
支
給
期
間
に
対
す
る
雇

用
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
、
事
業
主
の
努
力
義
務

と
し
て
き
た
が
、
平
成
16

年
４
月
１
日
（
２
０
０
６

年
：
※
３
年
間
の
期
限
猶

予
付
与
）
関
係
法
（
高
齢

者
雇
用
安
定
法
）
の
改
正

に
よ
り
、
事
業
主
に
対
し

義
務
付
け
と
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
事
業
主
は
、
①

定
年
の
廃
止
、
②
定
年
の
延

長
、
③
雇
用
の
継
続
の
い
ず

れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
※

雇
用
形
態
・
労
働
条
件
に
縛

り
は
無
い
！
※
労
働
協
約
等

の
労
使
間
の
取
り
決
め
に
よ

り
全
て
の
労
働
者
が
対
象
と

な
ら
な
く
て
も
よ
い
）。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
こ
れ
ま
で

の
シ
ニ
ア
社
員
制
度
（
雇
用

あ
っ
せ
ん
）
か
ら
、
法
改
正

よ
り
２
年
遅
れ
て
２
０
０
８

年
か
ら
現
行
の
エ
ル
ダ
ー
社

員
制
度
（
雇
用
の
延
長
）
を

導
入
し
た
。
同
制
度
は
60
歳

以
降
の
賃
金
（
収
入
）
を
賃

金
・
高
齢
者
雇
用
継
続
給
付

金
・
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）

の
三
位
一
体
で
構
成
し
、
そ

の
総
額
を
55
歳
到
達
時
の
賃

金
の
80
％
～
85
％
と
し
て
い

る
が
、
昭
和
28
年
４
月
２
日

生
ま
れ
以
降
の
社
員
に
は
適

し
な
い
制
度
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
『
賞

味
期
限
５
年
』
と
評
さ
れ
て

い
た
。
既
に
昭
和
28
年
度
生

ま
れ
の
社
員
は
本
年
度
が
59

歳
到
達
年
度
で
あ
り
、
本
来

60
歳
定
年
制
と
す
る
な
ら

ば
、
60
歳
以
降
の
雇
用
の

あ
り
方
等
が
示
さ
れ
、
制
度

実
施
に
基
づ
く
対
応
が
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今

日
に
至
っ
て
も
会
社
か
ら
は

何
ら
説
明
等
も
さ
れ
な
い
現

状
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
早
急

な
対
応
を
求
め
る
こ
と
が
急

務
と
な
っ
て
い
る
。」
と
設

置
に
至
る
経
過
が
説
明
さ
れ

た
。

　

今
後
は
、
社
労
士
を
招
い

　

一
括
和
解
以
降
東
日
本
本

部
内
で
１
０
４
名
の
組
織
拡

大
が
勝
ち
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
盛
岡
地
方
本

部
は
、
新
規
採
用
者
対
策
の

中
間
総
括
と
教
宣
活
動
の
強

化
に
向
け
、
地
方
本
部
「
組

織
部
長
・
教
宣
部
長
合
同
会

議
」
を
６
月
９
日
、
盛
岡
市
・

岩
手
労
働
福
祉
会

館
に
於
て
開
催
し

た
。
各
級
機
関
の

組
織
部
長
・
教
宣

部
長
等
４５
名
が

結
集
し
、
当
面
す

る
取
り
組
み
に
つ

い
て
意
思
統
一
を

図
っ
た
。

　

阿
部
一
久
執
行

副
委
員
長
の
開

会
挨
拶
に
引
き
続

き
、
小
林
良
宏
執

行
副
委
員
長
が
「
組
織
拡
大

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
仕
事
に
あ

る
。
各
分
会
の
取
り
組
み
を

持
ち
寄
り
、
交
流
を
深
め
合

い
た
い
」
と
し
て
座
長
に
就

任
。
来
賓
の
東
日
本
本
部
・

武
田
幸
喜
組
織
部
長
が
「
国

労
の
要
求
を
会
社
が
受
け
入

れ
る
等
、
情
勢
は
大
き
く
変

化
し
て
き
て
い
る
。
大
胆
に

組
織
拡
大
を
」
と
情
勢
を
報

告
し
、
菊
池
要
悦
組
織
部
長

と
沢
田
光
広
教
宣
部
長
が
当

面
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
提
起
し
、
意
見
交

換
を
行
っ
た
。

　

出
席
者
か
ら
は
「
組
合
員

の
意
識
に
変
化
が
生
ま
れ
て

き
て
い
る
。
分
会
全
体
で
取

り
組
み
た
い
」

「
仕
事
を
教
え
て

い
る
の
は
国
労

組
合
員
と
の
認
識
が
若
手
社

員
に
は
あ
る
」「
国
労
運
動

ア
ピ
ー
ル
に
向
け
分
会
機
関

紙
の
発
行
に
努
め
た
い
」
等

の
声
が
出
さ
れ
、
提
起
さ
れ

た
①
系
統
別
に
分
け
た
分
会

集
会
・
職
場
集
会
の
取
り
組

み
②
積
極
的
な
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
と
具
体
的
・
継
続
的
な
取

り
組
み
③
機
関
紙
の
継
続
発

行
と
全
分
会
で
の
発
行
に
つ

い
て
全
体
で
確
認
し
た
。
最

後
に
、「
発
言
の
変
化
を
感

じ
て
い
る
。
９
月
１
・
２
日

に
予
定
し
て
い
る
第
６
回
組

織
拡
大
対
策
会
議
へ
成
果
の

持
ち
寄
り
を
」
と
の
阿
部
副

委
員
長
の
ま
と
め
で
会
議
は

終
了
し
た
。

て
の
学
習
を
行
い
、
8
月
を

め
ど
に
国
労
東
日
本
と
し
て

の
要
求
を
ま
と

め
、
会
社
に
対

し
て
申
し
入
れ

を
検
討
し
て
い

る
。

　

尚
、
再
雇
用

Ｐ
Ｔ
の
座
長
に

は
矢
部
執
行
委

員
、
事
務
長
に

は
樋
口
執
行
委

員
を
選
出
し
た
。


